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仮設校舎完成 夏休み明けから使用開始 

仮設校舎の建設工事が終了し，学校側へ引き渡されました。夏休み中に，現校舎から仮設
校舎への引越を行い，夏休み明け（８月２５日）から仮設校舎での生活を始めます。 

夏季休業中，夏季休業後の主な工事予定 

７月２７日（水）～  校庭の仮囲い撤去，遊具撤去，現校舎エアコンの仮設校舎への移設
工事開始（※１） 

８月５日（金） 
８日（月）  引越業者による引越作業 
９日（火）  

８月９日（火）  LAN 及び電話移設工事（※２） 
10 日（水）       

8 月 25 日（木） 登校開始 
9 月 1 日（木） 第１期解体工事開始（この日から，校庭に解体工事用の仮囲い設置と

敷地西側の倉庫の撤去工事開始） 
※１･･･コンビネーション遊具は，現状のままの移設ができないため，ジャングルジムと

滑り台のみを仮設校舎東側に移設します。残りの部分は，体育館北側に保管し，
新校舎完成後に今の場所に復旧します。なお，ブランコと高鉄棒は使用可能です。 

※２･･･学校への電話が通じない時間帯が発生します。御了承ください。 
 

８月２５日（木）以降の登下校ルートと工事エリアについて（裏面参照） 
 ９月から始まる解体工事は，現在の校舎側が工事エリアとなります。工事エリアの変更に
伴い，主に登下校に関して次のとおりとします。 
１ 正門と北門が使えなくなります。（正門は工事車両の出入り口となり，北門は閉鎖します）

正門と北門を利用している児童は，仮設門（２で説明）か保育所側の門のいずれかを利用
するようにしてください。 

２ 歩行者と車輌が南門を同時に使用することがないように，敷地西側フェンス（災害時給
水栓付近）に仮設門を設置し，正門を利用している児童の登下校門とします。なお，南門
は，車輌の通行専用とします。 

３ 保育園側の門が使えるようになります。 

工事だより 



内が工事エリア 

 

現校舎 

仮設校舎北棟 

仮設校舎南棟 
保育園側の門は使用で

きます。 

北門は使用できません。 

正
門
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

工
事
用
車
輌
の
出
入
り
口

と
な
り
ま
す
。 

 南門は車輌専用出入り口 
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 仮設門の設置 
 西側フェンスの一部に仮設門を設置し，正門
を利用している児童の登下校に使います。 
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夏休み明けの８月２５日（木）からは，仮設門か保育園側の門を使って登下
校するように指導します。御家庭でもお声がけください。特に，登下校ルート
が変わる場合は，夏休み中にどのルートを通るか，お子さんと確認をしてくだ
さいますよう，お願いいたします。 


